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番号 ２ 法人名 公益財団法人 盛岡国際交流協会 所管課 
市民部 

文化国際室 

１ 法人の課題 

 

【公益性】 

 活動内容について更にＰＲすることが必要です。 

対応策 措置状況 

  活動内容については，年３回発行している

情報誌「国際交流もりおか」を協会のホーム

ページに掲載しＰＲしておりますが，今後に

ついては，メディアへの情報提供などＰＲの

方法について検討します。 

 

＜取組工程＞ 

年度 取組内容 

25年度 ＰＲの方法の検討 

26年度 ＰＲの実施 

27年度 ＰＲの実施 
 

 情報紙「国際交流もりおか」，ホームページ及びフ

ェイスブックによる情報発信に加え，賛助会員やボラ

ンティア登録者のメーリングリストを活用した情報

提供や，関係団体と連携したＰＲ活動を行いました。 

＜取組実績＞ 

年度 取組内容 
達成

状況 

25年度 

賛助会員やボランティア登 

録者のメーリングリストを活

用した情報提供や，関係団体と

連携したＰＲ活動，メディアへ

の積極的な情報提供などを検

討 

◎ 

26年度 

ホームページやメーリング

リスト，フェイスブックページ

を活用したり，メディアへの積

極的な情報提供などを行い，テ

レビ番組に出演しイベントの

ＰＲ。 

◎ 

27年度 

ホームページやメーリング

リスト，フェイスブックページ

を活用したり，メディアへの積

極的な情報提供などを行い，テ

レビ番組及びラジオ番組に出

演し，イベントのＰＲ。 

◎ 

 

【財務状況】 

①  補助金の収入や基本財産の運用益が減少するなど，当期収支差額がマイナスとなっていることか

ら，事業の見直しを図り，自主財源の確保に努めることが必要です。 

②  事業運営の健全性や安定的な会費収入を確保する観点から，賛助会員の増強に取り組むことが必

要です。 
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番号 ２ 法人名 公益財団法人 盛岡国際交流協会 所管課 
市民部 
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対応策 措置状況 

① 平成 25 年度に平成 26 年度～28 年度の「盛

岡国際交流協会第 3 次計画」の策定を予定し

ていることから，指摘の趣旨を踏まえて事業

の見直しを図るとともに自主財源の確保に努

めます。 

 

＜取組工程＞ 

年度 取組内容 

25年度 
盛岡国際交流協会第3次計画の策

定 

26年度 計画の遂行 

27年度 計画の遂行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①盛岡国際交流協会第 3次計画の策定にあたり，情

報収集などは行ったものの，姉妹都市提携 30 周年

事業などに時間を要し，策定に至りませんでした。

しかしながら，節減等を行いながら業務を遂行しま

した。自主財源の確保は，以前として厳しい状況で

ありますが，当期収支差額にマイナスが生じないよ

う努めています。 

 

＜取組実績＞ 

年度 取組内容 
達成

状況 

25年度 

盛岡国際交流協会第 3 次計

画について，平成 26 年４月１

日に公益財団法人へ移行後に

改めて策定 

△ 

26年度 

盛岡国際交流協会第 3 次計

画について，策定のための情報

収集等。 

△ 

27年度 

盛岡国際交流協会第 3 時計

画は未策定であるが，経費の節

減等を行いながら事業を実施

し，当期収支差額のマイナスを

前年度より減少させた。 

△ 

 

＜今後の取組予定＞ 

 平成 27年度中に盛岡国際交流協会第 3時計画の

策定が困難であったが，平成 26年度に実施した情

報収集の結果や経費削減実績を基に計画を策定す

ることとする。 

 併せて，当期収支差額にマイナスが生じないよ

うに自主財源の確保に努めるとともに，効率的な

運営を図っていくこととする。 
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② 賛助会員の特典，賛助会費の額等について

検討し，平成 26年度から賛助会員の拡大に努

めます。 

 

＜取組工程＞ 

年度 取組内容 

25年度 賛助会員制度の検討 

26年度 賛助会員の拡大 

27年度 賛助会員の拡大 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 平成 25 年度に賛助会員制度の見直しにあたり，

他市町村協会の状況を調査し検討しましたが，会員拡

大に繋がる得策がなく，制度の見直しに至っていない

状況でありますが，機関紙「国際交流もりおか」やホ

ームページ，自主事業などで会員募集を行いました。 

 

＜取組実績＞ 

年度 取組内容 
達成

状況 

25年度 
賛助会員制度の見直し検討 

△ 

26年度 

機関紙「国際交流もりおか」や

ホームページ，自主事業などで

会員募集を行い，会員数の拡大

に努めた。 

△ 

27年度 

機関紙「国際交流もりおか」や

ホームページ，自主事業などで

会員募集を行い，会員数の拡大

に努めたが，賛助会員制度の見

直しには至っていない。 

△ 

 

＜今後の取組予定＞ 

 引き続き機関誌やホームページ等での会員募集

を継続して行うことにより会員数の拡大に努める

とともに，事業運営の健全性や安定的な会費収入

を確保するために効果的な賛助会員制度を研究，

検討することとする。 
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【活動成果】 

 事業費の四分の三を占める姉妹都市交流促進事業(中学生のカナダ派遣研修)が平成 23年で 18回実施

しておりますが，参加者がその後どのような形で国際交流に携わっているか，例えばＪＩＣＡ等海外派

遣者数，来日外国人関連業務等々の追跡調査など，事業活動の成果について検証することが必要です。 

対応策 措置状況 

  当協会の主要事業である，姉妹都市交流促

進事業の中の「中学生ビクトリア市研修」に

ついて，参加者へのアンケートの実施やＯ

Ｂ・ＯＧにお声がけし「国際交流・国際協力

を語る会（仮称）」を開催するなど国際交流・

国際協力への関わり等を把握するとともに，

事業活動の成果について検証し，今後の事業

の実施に生かしてまいります。 

 

 

＜取組工程＞ 

年度 取組内容 

25年度 
参加者へのアンケート調査など

の検討・実施 

26年度 活動成果の検証・方針の決定 

27年度 方針に基づく措置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 これまでの「中学生ビクトリア市研修」参加者を対

象に，その後の国際交流活動の状況や今後の希望等に

ついてアンケート調査を実施した結果，国際交流に関

わる活動の場を求める声が多数寄せられたことから，

平成 26 年度に，新たに「学生国際交流推進ボランテ

ィア」を組織し，協会の事業運営等の企画運営に関わ

る機会を設けることとしました。 

 なお，岩手県において，同様の「かけはしクラブ」

が設置され，事業の連携が求められます。 

 

＜取組実績＞ 

年度 取組内容 
達成

状況 

25年度 

「中学生ビクトリア市研修」

参加者を対象に，その後の国際

交流活動の状況や今後の希望

等についてアンケート調査を

実施し，今後の事業計画に反映 

◎ 

26年度 

「学生国際交流ボランティ

ア」を組織し，協会イベントや

外国からの研修生の受入に従

事 

○ 

27年度 

学生国際交流ボランティア

を引き続き募集するとともに，

協会のイベントに従事 

○ 

 

 

 


